
○
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
八
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
四
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
三
項
、
第
百

三
条
第
一
項
及
び
第
百
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
及
び
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
及
び
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
六
条
の
二

事
業
者
は
、
粉
じ
ん
作
業
を
行
う
坑
内
作
業
場
（
ず
い
道
等
の

第
六
条
の
二

事
業
者
は
、
粉
じ
ん
作
業
を
行
う
坑
内
作
業
場
（
ず
い
道
等
の

内
部
に
お
い
て
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
次
条
及

内
部
に
お
い
て
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
次
条
に

び
第
六
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
粉
じ
ん
作

お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
粉
じ
ん
作
業
に
係
る
粉
じ
ん
を
減
少

業
に
係
る
粉
じ
ん
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
換
気
装
置
に
よ
る
換
気
の
実
施
又

さ
せ
る
た
め
、
換
気
装
置
に
よ
る
換
気
の
実
施
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
措

は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
三

事
業
者
は
、
粉
じ
ん
作
業
を
行
う
坑
内
作
業
場
に
つ
い
て
、
半

第
六
条
の
三

事
業
者
は
、
粉
じ
ん
作
業
を
行
う
坑
内
作
業
場
に
つ
い
て
、
半

月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
空
気
中
の
粉
じ
ん
の
濃
度
を
測
定
し
な
け

、
当
該
坑
内
作
業
場
の
切
羽
に
近
接
す
る
場
所
の
空
気
中
の
粉
じ
ん
の
濃
度

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ず
い
道
等
の
長
さ
が
短
い
こ
と
等
に
よ
り
、
空

を
測
定
し
、
そ
の
結
果
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ず
い
道

気
中
の
粉
じ
ん
の
濃
度
の
測
定
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

等
の
長
さ
が
短
い
こ
と
等
に
よ
り
、
空
気
中
の
粉
じ
ん
の
濃
度
の
測
定
が
著

で
な
い
。

し
く
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

事
業
者
は
、
粉
じ
ん
作
業
を
行
う
坑
内
作
業
場
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
測
定
を
行
う
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
坑
内
作
業
場
に
お
け
る
粉
じ
ん
中
の
遊
離
け
い
酸
の
含
有
率
を
測
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
坑
内
作
業
場
に
お
け
る
鉱
物
等
中
の
遊

離
け
い
酸
の
含
有
率
が
明
ら
か
な
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
条
の
四

事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
空
気
中
の
粉
じ
ん
の

第
六
条
の
四

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
空
気
中
の
粉
じ
ん
の
濃
度
の

濃
度
の
測
定
の
結
果
に
応
じ
て
、
換
気
装
置
の
風
量
の
増
加
そ
の
他
必
要
な

測
定
の
結
果
に
応
じ
て
、
換
気
装
置
の
風
量
の
増
加
そ
の
他
必
要
な
措
置
を

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
粉
じ
ん
作
業
を
行
う
坑
内
作
業
場
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す

（
新
設
）

る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
効
果
を
確
認
す
る
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
坑
内
作
業
場
の
切
羽
に
近
接
す
る
場
所
の

空
気
中
の
粉
じ
ん
の
濃
度
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
前
条
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ

（
新
設
）

の
都
度
、
次
の
事
項
を
記
録
し
て
、
こ
れ
を
七
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら



な
い
。

一

測
定
日
時

二

測
定
方
法

三

測
定
箇
所

四

測
定
条
件

五

測
定
結
果

六

測
定
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

七

測
定
結
果
に
基
づ
い
て
改
善
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
の
概

要
八

測
定
結
果
に
応
じ
た
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き
は
、

当
該
呼
吸
用
保
護
具
の
概
要

４

事
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
常
時
各
作
業
場
の
見
や
す
い

（
新
設
）

場
所
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
等
の
方
法
に
よ
り
、
労
働
者
に
周
知
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
呼
吸
用
保
護
具
の
使
用
）

（
呼
吸
用
保
護
具
の
使
用
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
別
表
第
三
第
一
号
の
二
、
第
二
号
の
二
又
は
第
三
号
の
二
に

２

事
業
者
は
、
別
表
第
三
第
一
号
の
二
、
第
二
号
の
二
又
は
第
三
号
の
二
に

掲
げ
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
（
第
七
条
第
一
項
各
号
又
は
第

掲
げ
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
（
第
七
条
第
一
項
各
号
又
は
第

二
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の

二
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
作
業
に
従
事

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
作
業
場
に
つ
い
て
の
第
六
条
の
三
及
び
第
六

す
る
労
働
者
に
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な

条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
（
第
六
条
の
三
第
二
項
た
だ
し

ら
な
い
。

書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
鉱
物
等
中
の
遊
離
け
い
酸
の
含
有
率
を
含
む
。

）
に
応
じ
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
有
効
な
電
動
フ
ァ
ン
付
き

呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）



（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

（
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
三
百
八
十
三
条
の
三

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
に
、

第
三
百
八
十
三
条
の
三

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
に
、

次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

換
気
等
の
方
法
を
決
定
し
、
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
呼
吸
用
保
護
具
を

（
新
設
）

選
択
す
る
こ
と
。

三

器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
、
保
護
帽
及
び
呼
吸
用

二

器
具
、
工
具
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
機
能
を

保
護
具
の
機
能
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

四

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
、
保
護
帽
及
び
呼
吸
用
保
護
具
の
使
用

三

要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
保
護
帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る

状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

こ
と
。

別
表
第
六
（
第
七
十
九
条
関
係
）

別
表
第
六
（
第
七
十
九
条
関
係
）

区

分

受

講

資

格

講

習

科

目

区

分

受

講

資

格

講

習

科

目

（
略
）

（
略
）

ず
い
道
等
の

（
略
）

学
科
講
習

ず
い
道
等
の

（
略
）

学
科
講
習

掘
削
等
作
業

イ

（
略
）

掘
削
等
作
業

イ

（
略
）

主
任
者
技
能

ロ

工
事
用
設
備
、
機
械

主
任
者
技
能

ロ

工
事
用
設
備
、
機
械

講
習

、
器
具
、
作
業
環
境
の

講
習

、
器
具
、
作
業
環
境
等

改
善
方
法
等
に
関
す
る

に
関
す
る
知
識

知
識

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

（
略
）

（
略
）



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
百
八
十
三
条

の
三
の
改
正
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
作
業
主
任
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
六
条
第
十
号
の
二
の
作
業
に
つ

い
て
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安

全
衛
生
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
六
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
よ
る
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業

主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
後
に
お
い
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
旧

規
則
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
で
あ
っ
て
、
令
和
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
登
録
教
習

機
関
が
行
う
講
習
で
都
道
府
県
労
働
局
長
が
定
め
る
も
の
を
修
了
し
た
も
の
を
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
に
選
任
す



る
こ
と
が
で
き
る
。


